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ついて

3報 告 事 項

(1)市議会6月定例会について

(2)令和4年度坂井地区中学校夏季総合焼皮痣斜碑報こついて

(3)第 33回あわらカップカヌーポ理大会について

(4)全国大会等      について

(5)7月～8月霧備姿員会行事予定について

(6)その他

9そ の 他

10閉  会



1市町教育長会議

6月 8日  (水 )

2指導主事学校訪闘

5月 27日 (金)

6月 3日  (金 )

6月 8日  (水 )

6月 9日  (本 )

3市議会

5月 30日  (月 )

6月 教育長報告

15130～ 第 2回 (オンライン)

9:00-

9:20-

9:20-

9:00-

13:30～ 本会議 (開会)

終了後 予算決算常任委員会

9:30～ 本会議 (一般質問)

9130～ 本会議 (一般質問)

9:30～ 産業建設教育常任委員会

9:30～ 予算決算常任委員会 (採決)

9:30～ 全員協議会

13:30～ 本会議 (閉会)

6月  9日
6月  10日

6月 16日

6月 21日

6月 22日

(木 )

(金 )

(木 )

(火 )

(水 )

205会議室

丸岡南中学校

金津中学校

芦原中学校

金津小学校

議場

全員協議会室

議場

議場

全員協議会室

全員協議会室

全員協議会室

議場

204会議室

言議会委員会室

4学校運営研究会

6月 20日  (月 ) 9:00～ 第4回

5あわら市教育委員会定例会

6月 28日  (火)   13:30～
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13:30 教育委員会定例会 議会委員会室 教総 ◎ ○ 全課
26 木

16:00 愛護センター運営委員会 301会議室 文学 玉川委員 ○

9:00 指導主事訪問■丸岡南中 丸岡南中 教総 =コ
1姿員・富lu員 員 歳曽ド員 ○ 審議監

15:30 第 2回教顕会 204会議室 教総 ○

27 金

19:30 社会教育委員委嘱式及び令和4年度第1回社会教育委員定例会 正庁 文学 ○

28 上 10:00 伊井さつき祭り (～29日 ) 伊井公民館 文学 ○

8:30 細呂木地区体育祭 (中止) 細呂木小学校 スポ

8:30 期岳地区体育祭 (中止) 鋭岳グラウンド スポ

29 日

9:00 東温泉区運動会 (中止) 声原小学校 スポ

9:30 ★議会 本会議 (開会) 議場 議会 ○

終了後 ★予算決算常任委員会 全員協議会室 議会 ○

5

30 月

19:00 補導員研修会 (中止) 五庁 文学 ○

3 金 9:20 指導主事訪問■金津中 金津中学校 教総 坂野委員 ○

6 月 19:30 第 1回スポ…ツ推進審議会 101会議室 スポ ○

7 火 17:00 激励会 (全国大会 :柔道 形) 教育長室 スポ ○

9:20 指導主事訪聞■芦原中 芦原中学校 教総 坂井委員 ○ 審議監8 水

15:30 第 2回市町教育長会議 205会議室 教 総 ○

指導主事訪闘■金津小 金津小学校 教総 坂井委員 審議監9 木

9:30 ★議会 本会議 (一般質問) 議場 議会 O
10 金 9130 ★議会 本会議 (一般質問) 議場 議会 ○

12 日 8:30 第9国市民スポレク祭ソフトボール競技の部 トリム′〔―クかなづ スポ

13 月 9100 金津高校授業公開 (～ 17日 ) 金津高校 教総 ○

14 火 13:30 第 2園公民館長会議 細呂木公民館 文学

16 木 9:30 ★議会 産業建設教育委員会 全員協議会室 議会 ○

17 金 9:00 坂井地区中体連夏季総合競技大会視察 各会場 教総 ○ 審議監

19 日 8:30 風谷峠ファミリー登山 (刈安山ハイキング) 刈安山 文学

9:00 第 4回学校運営研究会 204会議室 教総 ○20 月

19:00 青少年健金育成あわら市民会議総会 正庁 文学 ○

9:30 ★議会 予算決算常任委員会 全員協議会室 議会 ○21 火

15:00 国際ソロプチミスト福井児童図書贈塁 203会議室 文学 ○ 文学課長

企員協議会室 議会 ○22 水

13:30

9:30 ★議会 全員協議会

★議会 本会議 (閉会) 議場 議会 ○

14:00 203会議室 教総 ○24 金

15:30

金津高等学校育成会総会

第 3回教頭会 205会議窒 教総 ○

13i30 教育委員会定例会 議会委員会室 教総 ◎ ○ 全課

6

28 火

回 璽 目 鰤 囲 靱 疇螂

5～ 6月 教育委員会 行事報告
1
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議案第 13尋  あわら市学校給食センター条例施行規則の一部を改

正する規則について

あわら市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則について、委

員会の承認を求める。

令和 4年 6月 28日 提出

あわら市教育委員会

教育長  甲 斐 和 浩

‐
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あわら市教育委員会規則第 号

あわら市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則

あわら市学校給食センター条例施行規則 (平成16年あわら市教育委員会規則第20

号)の一部を次のように改正する。

第 3条第 1号中「4,200円 Jを「4,500円 」に改め、同条第 2号中「4,500円 」を「4,800

円どに改め、口条第 3号及び第4号中 r4,800円」を「5,100円 Jに改める。
第 5条第2項第 1号中「240隅 Jを「250円」に改め、同項第 2号中「255円 」を「270

円ュに改め、同項第 3号及び第4号中「275円 Jを r290円 Jに改める。

附 則

この規則は、令和4年 9月 1日 から施行し、同日以降に請求を行つた給食費につ
いて適用する。

-4-



現行改正案

あわら ンタ (平成1 ら

Oあわら市穀 ンター条例施行規則

平成16年 3月 注日

教育委員会規罠崎秘O号

(趣脅)

第1条 この翻 Iは、あわら市学校給食センター条例 (平成16年あわら市条例第

124号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食の内容)

第2条 あわら市給食インター (以下「給食センター』という.)が行う給食は、

学校給食法施行規則 0召和29年文部省令第24号)第 1条第2項に規定する完全

給食とする。

(給食費)

第3条 給食費の額は、久のとおりとする。

(1)小学生低学年 1人当たり 月額 4,600円

(2)石盤 高学年 1人当たり 月額 4,300円

(3)中学生 1人当たり 月額 5,100円

(4)教職員 二人当たり 月額 5,100円

(羊鰹 の継 )

第4条 児童等及び教議員の給食費は、当該学校長がこれを取りまとめ、翌月末

日までに納入通知書により市に納入するものとする。

(給食費の日割計算)

第5条 給食費は、次の各号のいずれ力ヽこ該当する者については、日割計算する

ことができる。

新旧対照表

○あわら市学校給食ヤンター条例施行規則

平成16年 3月 1日

教育委員会規則第20号

建 脅)

第1条 この規則は、あわら市学校給食ヤンター条例 (平成16年あわら市条例第

124号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

∞ ぬ容)

第2条 あわら市給食センター (以下「給食センター」という。)が行う給食は、

学校給食法廠就眼可佃和29年文部省令第24号)第 1条第2項に規定する完全

給食とする。

鱒 )

第3条 給食費の額は、次のとおりとする。

(1)小学生低学年 1人当たり 月額 4,200円

(2)小学生高学年 1人当たり 月額 4,500円

(3)中学生 1人当たり 月額 4,800円

(4)教職員 1人当たり 月額 4,800田

鱒 卵

第4条 児童等及び教職員の給食費14、 当該学校長がこれを取りまとめ、翌月末

口までに納入通知書により市に納∧するものとする。

確濃費の日割記動

第5条 給食費は、次の各号のいずれ力Чこ該当する者については、日割計算する

ことができる。

1/2
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(1)転入、転出及び死亡により給食を受けた日が1月 に満たない者

(2)病気、事故その他の理由で絵食を受けない日が引き続き5日以上ある者

(3)前 2けに掲げる者のは力＼教育長が特に必要があると認める者

2 前項の場合における1日 当たりの給食費は、次のとおりとする。

(1)小学生低学年 1人当たり250円

(2)小学生高学年 1人当たり270円

(3)中学生 1人当たり290円

(4)教職員 1人当たり290円

(そ卿

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、男Uに定める。

(1)転入、転出及び死亡により給食を受けた日が 1月 に満たない者

(2)病気、事故その他の理由で給食を受けない層が引き続き5日以上ある者

(3)前 2号に掲げる者のほ力＼教育長が特に必要があると認める者

2 前項の場合における1日 当たりの給食費は、次のとおりとする。

(1)河欝  1人当たり240円

(2)小学生高学年 1人当たり255円

(3)中学生 1人当たり275円

(4)教職員 1人当たり275円

(その偽

第6条 この規則の施行に関し必要メF事項lよ、男嗅こ定める。

‐
６
‐
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議案第 14母  あわら市学校給食センター条例施行規則の特例に関

する規則の制定について

あわら市学校給食センター条例施行規則の特例に関する規則の制定について、

委員会の承認を求める。

令和 4年 6月 28日 提出

あわら市教育委員会

教育長  甲
´
斐 和 浩

‐7‐



あわら市教育委員会規則第 号

あわら市学校給食センター条例施行規則の特例に関する規則

(月 額の給食費の特例 )

第 1条 あわら市学校給食センター条例施行規則 (平成16年あわら市教育委員会規

則第20号)第 3条の規定により保護者が負担する給食費の月額については、同条
の規定にかかわらず、それぞれ同条各号に掲げる額に 2分の 1を乗 じて得た額 と

する。

(1日 当たりの給食費の特例 )

第 2条 あわら市学校給食センター条例施行規則第 5条第 2項の規定により保護者
が負担する 1日 当たりの給食費の額は、同項の規定にかかわらず、それぞれ同項

各号に掲げる額に 2分の 1を乗 じて得た額とする。

附 則

この規則は、今和 4年 9月 1日 から施行 し、同日以降に請求を行つた給食費につ

いて適用する。

‐
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報告事項 (1)市議会 6月 定例会について

一般質問答弁書 (第 112回 あわら市議会定例会・R4.6.9)

6 笹麻 幸信 議員 (答弁を求める者 市長・教育長 )

①学校給食無償化と長期財政計画について
・国内 =黒 内において、一般財漂のみで学校綸食費を無強化している由治体の状況は。

・無償化している自治体に共通する特徴があると思うがどうなのか。

・ ―■■岸■4 ti■ |li lI ●■ド■モ■f:,子 )iⅢ え■Ⅲ〈どう王,ヽ

卜■ ■ !←こ|.イ!■ Ⅲ II! IIII I II・ ■ ヽ |イ 求 fド |ヽ 氷 ■ 装 な ∫ 兵ェ

'こ

4え ↓ 1下 を 手

■ヽ|■ l ilT■ ■i:■ ■ |'ili甘 ⅢⅢl器 禁メ':'|た 入奉輩驚対年持オ等
=|ミ

玲狩

|(|, ■ ‐ |||十 111■

・ヽ,'i手 ヽ Hぐ |:■・i′ Ⅲ ll lII■ ■夕!■ 1悌■titil r蕉―琴づ〉典

'歳

tkti,'オ 帯至導

■■II=ヽ ま ll● |,i:下 ■ IⅢ Ⅲ I主 ィ

■itⅢ  Ⅲ■オ 争機 ユギ下r、 ,゙彰 |ミ 1l Ⅲぶtくみ携
～

■寺II!誓駐米悌ミガ漱炭群ぷd
,テ■t111■ .汁 !ヽiir

,■|■ |イ 主lt iⅢ オすii,if■ ヽ二i二  ヽi悌
'メ

t'工■ 与ウた`4珀黛とぶやで嫁
=rて

t■,■ ギII II Ⅲ予■Ⅲ:ヽ |ミ ギ|ト

・これまでの教育委員会は、「無僕化は困難」と一貫した見解であつたと思うが、この

点はどの様な見解を持つているのか。

・ 工I● す卜■'f i li敷 チユ■■11t曇 く■みi諄 前世あψ_車 純・ヽ J〉 Ⅲ熟
'募

こえ(■

‖ 工ゞ |工 1碑 1■ ■ti■ 11,キ ||:工 善 笠:1丈 筆Ⅲ■甘子4イ 輩るた沸、湊熙tt大 ゛

■■11■ 生ギ|:I it rk■ i tti=4(こ Ⅲゞ痺・.

・1イIⅢ ■●傘イド|:t■ ●ギ|,こ 111:I齢 ,4flが 十 (年 ■負■ :子 セ1俗 よう:イ
イヽ韓づ心件士i

【答弁者Iヽ1長 、教育長

続きまして、私のほうから教育委員会関連

のご質問にお答えさせていただきます。

最初に、

についてお答

えします。

鳳ぬΩ漱温と上嵐逸孟は、文都科学省が平

成 29年度に実施した「公立小中学校の給食

費無償化等に関する全国調査Jでは、

ｔ

い

ｉ

天κEtま表え～ととぃ浜売itjよュ。

11



また、現歳点森Ω福法県内Ω飲温 ですが、

一般財源を帰いて

0

なお

Ω轟魂無鐘化盈窯施丘五途嵐立が、新型コロ

る ナウイルス感染症紺応地方創生交付金を財: 
源 とすることを検討 していると聞いてお り

ます。

次に、

ぬ品嵐愈這憲置についてお答えします。

先ほど申し上げた国の調査では、小学校、

中学校 ともに

12

急嵐成角徴です。

です。

なお、平成 29年度の国の調査以降、少な

くとも30以上の自治体が完全又は一部無

償化を実施 してお り、その中には千葉市や大

阪市などの大都市も含まれています。これは、

新型 コロナ ウイルス感染症の影響が長期化

し、子育て世帯への経済的支援を目的とした

ものと考えられます。

善
Ｓ

ヽ
ヽ
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次に、乱嵐融錮臨漁成盃瀬麟報錮感隧ほ

ゑ五ぬゑΩぬ丘れQ戯監聞についてお答えし

ます。

と  熊頚轟遊款C頑儘露訣のば転逮x練麒荘叢調角G癖畿海叢動貶数ぶ覇嶺
:

14

艤

このようなことから、今後の教育環境の充

実については、給食費の無償化を含め、学校

施設の改修や設備の更新等を市長部局 と協

議 しながら、一体的に推進 してまい りたいと

考えてお ります。

15



‥

辟
Ｎ

‐

一般資闘答弁審 (第 112回 あわ ら市議会定例会 B R4.6.10)

10 三止 寛了 議員                  (答 弁を求める者 教育長)

①中学校部活動の地域移行について
・申学校部活動■》地域移行について現状と課題をどう把握しているのか。
・様々な利害関係者が存在するが、各々への対応はどうするのか。
・問題に対処するだけではなく、より良い機会提供にする意図はあるか。

【答弁者】教育長 (一闘―答方式)

(教育長答弁)

Ql

Al

「中学校部活動 の地域移行 について現状

と課題 をどう把握 しているのか」 とのご質 PH号

にお答えします。

圏は、部活動改革として、公立中学校の休

日の部活動について、令和 5年度以降、段階

的な地域移行を図ることとしています。

この会議では、市内中学校における部活動

の地域移行の様々な課題について検討 し、生

徒にとって望ま しい地域移行の在 り方につ

いて協議 していきます。

21



ｔ

ｒ
い

，

感

多くの課題が考えられますが、先進地の取

組なども参考にしながら、今後、検討委員会

での協議を重ねてまい ります。

Q2

A2

「様々な利害関係者が存在するが、各々へ

の対応はどのようにするのか」とのご質問に

お答 えします。

_ツ ク ラブや すイヒ活 動 力行 ってい る多維室 の

盛

3 4



‐

ド
ヽ

‥

本市といたしましては、これらの意見を検

討萎員会に十分反映し、協議を進めてまいり

たいと思います。

Q3

A3

「問題に対処するだけではなく、より良い

機会提供にする意図 1事 あるか」とのご質問に

お答えします。

教育委員会 といた しましては、誰もが生涯

に亘 り、スポーンや文化活動に親 しむことが

でき、地域ぐるみで子どもたちを育てる環境

を整えてまいりたいと考えてお ります。

65



‐

ド
い

‥

一般質問答弁書 (第 112回 あわ ら市議会定例会 いR4.6.9)

5 平野 持夫 議員 (害弁を求める者 市長)

①ヤンゲケアラーについて
こ認知度向上及び案態調査と関係機関の議員研修に取り籠むべきではないか。

二学校で助けを求めることの大切さを用知していく必要があるのではないか。

【答弁者I健康福祉部長 輩吉祥
^腱

1点 目のあわら市において、「ヤングケア

ラー」の認知度向上及び実態調査 と関係機

関の職員研修に取 り組むべきではないかと

のご質問にお答えします。

「ヤングケアラー」 とは、本来大人が担

うと想定されている家事や家族の世話など

を日常的に行つている 18歳未満の子 ども

のことを指 し、今和 3年度からは県が支援

体制を強化 し、「ヤングケアラー」について、

子どもや市町担当職員への周知に加え、教

員やスタールカウンセラーなど見守 り機関

への周知も行つています。

「ヤングケアラー」の実態調査 について

1ま 、 県が日午年 9月 15日 か ら 10月 20日

の期間に実施 しています。

調査紺象者は、

中学 2年生の約 7, 100人 と

高校 2年生の約 6, 800人 で、

回答率は、県平均で 11.8パ ーセン トと

なつてお ります。調査の結果、福井県にお

いては 72人が 「世話 を している家族がい

る」 と答えています。

認知度については、「聞いたことがある」

と回答 した子 どもは、全体の約 40パーセ

ン トであ り、全国平均の約 15パーセン ト

に比べ、高い認知度になつてお ります。

この調査で、あわら市において 「ヤング

ケアラー」の自覚がある子 どもは確認 され

2
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ませんでしたが、この調査はあくまでも一

部の生徒を対象とした遮のであり、あわら

市の実態が全て把握できるものではありま

せん。このため、市では、ャングケアラー

を含め、養育に関して支援が必要な児童や

家庭について、学校などの関係機関ととも

に、家庭状況などを把握 し、早期からの発

見と支援に努めていきます。

なお、こうした連携の中で市ではヤング

ケアラーと思われるケースを 1件把握 して

おり、関係機関とともに支援を行っていま

す。

次に、本市における「ヤングケアラー」

の認知度向上の取り組みとして、令和 4年
2月 に、県が作成 したパラフレットを中学

校に配布 しています。生徒たちが、「ャング

ケアラーJについて知るとともに、相談窓

日の存在を周知する内容になってお ります。

また、高校においても、県から同様の周

知を行つているとのことです。

その他、職員研修については、今年度中

に県が関係機関向けの研修を開催する予定

と聞いてお ります。県から通知があり次第、

学校や民生委員など、見守 りを行 う関係機

関に案内する予定です。

なお、 2点 目のご質問につきましては、

教育部長がお答えいたします。
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一般質問答弁書 (第 112回 あわ ら市議会定例会 t R4.6。 9)

5 平野 時夫 離員                  (答 弁倉求める者 市長)

①ヤングケアラーについて
,認知蔑向上及び実態調査と関係機関の職員研修に取り組む八きではないか。

・学校て助けを求めることの大切さを周知していく必要があるのではないか。

【答弁者】:4槃榛■■iド 、教育部長

続 きまして、ゑ 隷 諏 瀬 巌 腕 娘 態 漱 触

にお答

えします。

先ほどの健康福社部長の答弁でも申し上

げましたように、基旗飛底帯贔成患威歳な

5

教育委員会 としましては、引き続き、福

祉部局 との連携を密にし、子 どもたちが一

人で悩みを抱えこむことのないよう、支援

してまい ります。

6
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一般質問答弁審 (第 112回 あわら市議会定例会 E R4.6.10)

12 山川 知―郎 議員                  (答 弁を求める者 市長)

②学生への学費支援を
,学生への学費支援制度をつくるべきではないか。

【答弁者】市長

底Anね丘嵐Ωd監敵にお答えします。

コロナ禍における学生の経済状況につい

て、令和 3年 5月 に文都科学省が公表 した

「新型 コロナ ウイルス感染症の影響による

学生等の学生生活に関する調査」によります

と、経済的な悩みを抱える学生は全体の

約 4割で、その理由として、授業料等の学納

金や食費・家賃等の生活費の支払いが困難に

なっていることや、満是な学生生活を送るた

めの小遣い等が不足 していること等をあげ

ています。

このような状況の中、

この奨学金は、世帯収入にもよりますが、

最大で年間約 91万円の奨学金 と

約 70万 円の授業料の免除や減額を受ける

ことができるもので、令和 2年度は、令和元

年度の 7.5倍の約 27万 7千人が給付を受

けています。

2
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報告事項(2)令和4年度坂井地区中学校夏季総合競技大会結果について

令和4年度坂井地区中学校夏季総合競技大会

成績一覧表

〔団体の部〕 令和4年6月 17日 (金 )飼 18日 (土 )

種 目 名
威 績

優   勝 準優勝 3 位

軟 式 野 球 国 坂   井 金   津 丸 岡 南

サ  ッ カ 春   江 芦   原 丸 岡 南

ソフ トボー ル 国 坂   井 金   津

バレーボール
男 丸   岡 春   江

女 丸   岡 園 金   津 芦   原

パスケットボール
男 丸    岡 金   津 春   江 坂   井

女 金   津 春   江 国 坂   井

卓 球

男 春   江 国 丸   岡

女 春   江

ソフ トテニス
男 丸   岡 金   津

女 国 丸    岡 金   津

剣 道

男 丸    岡 春   江 坂   井

女 国 春   江 芦   原 丸    岡

バ ドミン トン
男 金   津 春   江

女 丸 岡 南 芦   原 春   江 金   津

…20い
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〔個人の部〕

3 位

(春 )

(坂 )

(金 )

(三 )

(丸 )

(三 )

(丸 )

(春 )

(春 )

(丸 )

(三 )

(金 )

(丸南)

三 )

芦 )

「 (春 )

(金 )

(春 )

(春 )

三 )

(春 )

(丸南)

(坂 )

(春〉

: (二 )

(芦 )

(二)

(金 )

(芦 )

よく丸南)

卜 (丸 )

2   位

(春 )

(春 )

(春 )

(丸 )

(丸〉

(三 )

(三)

(坂)

(丸)

(金 )

(丸 )

| (芦 )

, (金 )

. (丸
南)

と(春 )

(丸南)

1         位

(金 )

(春 )

(春〉

(春 )

(丸 )

(三 )

(三)

(春 )

(春 )

(丸 )

(丸)

(芦〉

(春 )

(坂 )

(金 )

(金 )

種 屋

男子

女子

男子

女 子

男子

女子

男子

女子

男子

女 子

男子

女子

男子

女子

男子

女手

低 学 年
シングルス

全 学  年
シング ル ス

個   人

トーナメント

1 年

2 年

全 学 年

総   合
シング ル ス

総   合
ダ ブ ル ス

卓
球

予

ニ

ス

剣

　

　

　

道

バ

ド

ミ

ン

ト

ン

(芦)芦原中  (金)金津中  (三)三国中  (丸)丸岡中  (丸南)丸岡南中  (春)春江中 (坂)坂井中
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報告事項 (3)第33回 あわらカップカヌーポロ大会について

第33回あわらカップカヌーポ田大会要項披粋

3期

催

催

日

あわらカップカヌーポロ大会実行委員会

あわら市・ あわら市教育委員会・ あわら市カヌー協会

関西マスターズスポーツフェスティアヽル実行委員会

(1)ジ ュニアの部

令和4年 3月 19日 (金)

日 程  午前3時 10分 監督者会議

午前8時 30分 関会式

午前9時 OO分 競技開始

年後0時 00分 闘会式 (全試含終了鶴 (浮欝
(2)一般の部

令和4年 3月 20日 (■)

日 程  午前8時 30分 開会ェ式

午前3時 50分 競技説明会

午前9時 10分 競技関蛤

3月 21日 (日 )

日 程  午前3時 OO分 競技開始

午後5時 00分 閉会式 (全試合終了後)

あわら市北潟潮カヌーポロ競技場
カヌーポロ競技

(1)ジ ュエアの部

◆小学生努子の部 (嘉女混含チィムも可〉
◆Jヽ学生窯子の部 支 手
◆中学生の部

(2)一般の部 (男女混成チームも可)

◆チャンピオンズリーグ (上級者)

◆チャレンジリーグ (中級者)

◆ トライアルリーグ (初級者)

◆レディースリーグ (女子)

◆ビギす―ズ (初心者)

(1)ジ ュエアの部

カヌーポロを愛好する県内小・ 中学生

(2)一般の部

チヤンピオンズリーグは年齢 15歳以上 (中学生は除く)とする。
チャレンジ・ トライアル・ レディースリーグは中学生以上とす
る(但 し、中学生の単独チームの参力Oは認めない。)。 ビギナー

ズについては、小学生以上の初心者とする。

監督 1名、コーチ 1名、マネージャー1名、選手 8名以内とする。

6参加養格

場

目

会

種

４

５

7チーム編成

伸22-



8参 加 料

9申込,j法

10締め切り

11表  彰

12宿  泊

13感染症対策

(1)ジュエアの部 無料

(2)一般の部   1人  2,0∞ 円 × 参加人数

※但し、ビギす―ズについては 1,500円 ×参加人数とする。

参加料と園食代金等を振込むとともに、参加申込用紙に跡要事項を

記入し、下記あてに提出すること。

令不E4年7月 3日 (金)跡蓄

種目ごとに3位まで表彰する。

別紙宿泊要頃に基づいて参加チームが直接申し込むこと。

以下の本大会における新型コロすウイルス感染対策を遵守するこ

と。

(1)以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見含わせること。

ア 体悪周がよくない場合 (例 :発熱・ 咳・ a囲頭痛などの症状が

ある場合)

イ 圃居家蕨や身近な知人に感染が疑われるプ」がいる場合

ウ 過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を

跡要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との

濃厚接触がある場合

(2)マ スクを持参すること (参力8受付時や着替え時等のスポーツを

行つていない際や会話をする際にはマスクを着用すること。)。

(3)厚生労働省から提供されている、新型コロすウイルス接触確認

アプリ (C∝OA)
(※)や各地域で取り組まれている通知サービスを活用するこ

と。

(※)COCOAを 入れている場合は、電源を onに した上で

Bluet∞thを有効にすること。

(41こまめな手洗い、ア

'レ

コール等による手指消毒を実施すること。

(5)他の参加者、主催者スタッフ等との距離 (できるだけ2mを目

安に (最低 lm))を 確保すること。 (障がい者の誘導や介助

を行う場合を除く。)

(6)イベント中に大き声ぶ声で会話、応援等をしないこと。

(7)感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵
~寸

、主催者

の指示に従うこと。

(3)イ ベン ト終了後 2週 Fと翻以内に新型コロすウイルス感染症を発

症した場合は、主催者に期して速やかに濃厚接触者の萄無等に

ついて報告すること。

(9)各チームのイ式表者は大会受付の際に健康チェックシー トを提

出すること。

※体温は大会当日の起床時に測定し記戦すること。

(101感染症対策のため毎年行つているお茶の提供を中止とする。各

自で飲料水を準備すること。

…23‐



報告事項 (4)金国大会等出場選挙激励会について

6月 7日 (火)17100～  教育長窒

◇令和4年全日本柔進彬競技大会

《会期》   6月 11日

《会場》   講適館 大進場 (東京都)

《出場選手》

《大会縮暴≫

…24‐



報告事項 (5)7月 ～8月 教育委員会行事予定について

1 金 8:40 指導主事訪闘日本荘小 本荘小学校 教総 坂野委員 ○

9130 玉田多紀展～呼吸する段ボール～ 開幕式 金津創作の森美術館 文学 ○2 止

企画展 あわらの古墳せいぞろい～福井平野との比較～ 郷上歴史資料館 文学

3 日 13:30 講演会「横山古墳群の再検討」 金津本陣IKOSSA 文学

5 火 指導主事訪問■細昌木小 細呂木小学校 教総 宮川委員 O
6 水 8:50 指導主事訪聞■北潟小 北潟小学校 教総 富川委員 ○

7 木 16100 あわら市生徒指導主事連絡会 中央公民館 文学 ○

42 火 9:30 第 5回学校運営研究会 204会議室 数総 ○

14 木 15100 教育長と語る会 (東部民児協 児童福祉部会) 101会議室 福祉 ○ 審議監

19 火 19:00 第 2回部活動の地域移行に係る検討委員会 正庁 スポ 全課

21 木 1345 坂井地区小学校教育課程研究築会 三国ヨ当ニティセンター他 教総 ○

22 金 19:30 第39回納涼ビ…チ′(レーボールまつり トリムデトクかなづ スポ

10100 第21回「音楽のつどもヽ」 (中止) 本荘公民館 文学23 土

18:00 第41回潮畔のタベ。夏まつり (中止) 吉崎公民館 文学

24 日 13:30 高浜和英デュオコンサ…ト 金津ヽ倉彗作の藤笑衛館アートヨア 文学 ○

25 月 13130 坂井地区教頭会研修会 みくに未来ホール 教総 ○

13:30 第2回生き活きライフセミナー 今さら蠅けない「大人のBミュニケーン3刈 中央公民館 文学27 水

13:30 教育委員会定例会 議会委員会室 教総 ◎ ○ 全課

9:00 あわら市未来を拓く小中交流プラン 正庁 教総 ○28 木

14:00 教育支援委員会第 1回本会議 101会議室 教総 宮川委員 ○

7

29 金 8:00 あわら市小学校カヌーポロ交流会 北潟湖カヌーポE競技場 スポ ○

7 露 13:30 北陸プロックB&Gスポーツ交流会 (カヌー、サツプ体験) 北潟湖 スポ

15:00 教育振興研究会代表者会 (役員会) あわら市役所 教総 ○18 木

17:00 下妻市教育交流事業 表敬訪問 正庁 教総 ◎ O
8:30 北潟湖カヌー約 競技場 スポ ○19 金

9:00

第33回あわらカップカヌ…ポロジュニア大会

下妻市教育交流事業 芦原青年の家 教総 ○

20 止 8:30 第33回あわらカップカヌ…ポロ大会 (～21日 ) 北潟湖カヌ…ボロ競技場 スポ

14:00 教育支援委員会第2回本会議 101会議室 教総 宮川委員 ○25 木

13:30 福井県小学校長教育研究坂井大会 八―トピア春江 教総 ○

13i30 教育委員会定例会 議会委員会室 ◎ ○ 全 課教総

8

30 火

岡 閣 目 臨 暇
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